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１ 発生年月 

  平成２２年８月 

 

２ 施設区分 

  給油取扱所  

 

３ 物質区分 

  第４類第２石油類（軽油） 

 

４ 事故概要 

  自家用給油取扱所で、トラックの運転手が給油口に給油ノズルを入れて、

ラッチ機能を使用して軽油の給油を開始した。 

  給油開始後すぐにその場を離れて別の作業をした後、トラックの停車場所

に戻ったが、誤って給油中のトラックを発進させてしまった。 

  その結果、給油ノズルが給油口から外れて地面に落下し、軽油が流出した。  

 軽油の流出量は約900リットルで、そのうち油水分離槽の容量を超えた約500

リットルが河川に流出した。 

 

５ 事故原因 

  トラックの運転手が給油場所を離れて別の作業をしている間に、給油中で

あることを忘れてしまった。 

 

６ 対策 

 給油中はその場を離れない。やむを得ず離れる場合は、給油を停止するか

他の者に引き継ぐなどの措置を講じる。 

 

＜関連する保安教育資料＞ 

 ・「１０ 不注意等による事故を防ぐ」（平成 20年 8月発行） 

 ・「４６ 給油取扱所における流出事故」（平成 23年 8月発行） 
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  １１ 給油中のトラックを発進させてしまい、               

        落下した給油ノズルから軽油が流出した事故 


